
profile
中井 宏次（なかい ひろつぐ）

2007 年「医笑同源：笑い（ユーモア）
でこころ豊かな歓びのある生活を！」
をテーマに「NPO 法人健康笑い塾」
を設立し、全国の皆様に、生活にお
ける笑い（ユーモア）の重要性を啓
蒙し、「笑いとしあわせ」をお届けす
る笑配師として活動している。

平成 31 年４月７日執行

三重県知事選挙の結果

Information　町選挙管理委員会

統一地方選挙として行われた、三重県知事選挙は４月７日、投票および開票が行われ、三重県
知事選挙には、現職を含む２人が立候補し、選挙の結果、鈴

す ず き

木英
え い け い

敬氏が当選しました。
紀宝町の投票・開票結果は、次のとおりです。

◆投票結果
男女別 当日有権者 投票者数 投票率（％）

男 4,277 1,764 41.24
女 4,986 2,218 44.48
計 9,263 3,982 42.99 投票総数：3,982 票

【有効投票：3,954 票、無効投票：28 票】

◆三重県知事選挙開票結果（紀宝町）
候補者名 党派 得票数

鈴木かなこ 無所属 382.482
すずき英敬 無所属 3,571.517

▶詳しくは、紀宝町選挙管理委員会（役場総務課内☎３３－０３３３）までお問い合わせください。

ウミガメの上陸・産卵を保護するため

乗り入れ規制パトロールを実施

Information　近畿地方環境事務所

【期間】５月１日（水）～９月 30 日（月）
【場所】七里御浜海岸

▶詳しくは、近畿地方環境事務所熊野自然保護
官事務所（☎２２－０３４２）までお問い合わ
せください。

　七里御浜海岸では、ウミガメの上陸・産卵を
保護するため、自然公園法に基づき、車やバイ
クなどの乗り入れを規制しています。
　また、近畿地方環境事務所熊野自然保護官事
務所では同時期に、ウミガメ保護に向けた取り
組みを行いますので、ご協力をお願いします。

紀宝町生涯学習講座「まなびの学級」

中井宏次さんを講師に開講講座を開催

Information　町教育委員会

【日　時】５月 11 日（土）
　　　　 午後１時 30 分から午後３時

【会　場】まなびの郷
【テーマ】医笑同源　～笑う門には健康が来る～
【入場料】無料

▶詳しくは、まなびの郷（☎３２－０２４１）
までお問い合わせください。

　紀宝町生涯学習講座「まなびの学級」では、令和元年度の開講式に合わせ、開講講座を下記の
とおり開催します。今回は、「笑いとしあわせ」をお届けする笑配師として活動している NPO 法
人健康笑い塾主宰の中井宏次氏を講師に迎え、ご講演いただきます。
　まなびの学級生以外の方も聴講できますので、ぜひご来場ください。

【申請に必要な物】　
　印鑑、容器購入に係る領収書、取扱説明書、
振込口座のわかるもの
▶詳しくは、役場環境衛生課（☎３３－０３３８）
までお問い合わせください。

種類 補助限度額 補助基数

容器式（コンポスト） 4,000 円 １世帯２基

電気式 30,000 円 １世帯１基

助成金額一覧

生ごみの減量化・資源化を推進するため

生ごみ処理容器購入費用の一部を助成

Information　役場環境衛生課

　町では家庭からでる生ごみを減量化し、資源化
するために、生ごみ処理容器を購入された場合、
補助金を交付しています。この補助金制度を活用
して、家庭ごみの大半を占める生ごみの減量にご
協力ください。

【補助対象】　
　町内に在住する方で、堆肥の活用を図ることが
できる方。

【補助内容】　
　容器等の購入に係る費用のうち 1/2（100 円未満
は切り捨て）とし、限度額は右表のとおりです。

町文化財指定を記念して

京城跡写真展をふるさと資料館で開催中

Information　町教育委員会

　京城跡の石垣で囲まれた曲
く る わ

輪や堀
ほりきり

切の写真など
約 50 点を展示しています。ぜひご来館ください。

【開催日】５月６日（月）まで
【開館時間】午前 9 時 30 分から午後 2 時 45 分
【休館日】月曜日、火曜日（GW は無休）
▶詳しくは、まなびの郷（☎３２－０２４１）
までお問い合わせください。

　ふるさと資料館では、「京
みやこのじょうせき

城跡」の町文化財指
定を記念し、京城跡写真展を開催しています。
　「京城跡」は、紀宝町大里区の北東部にあり、
室町時代後半ごろに築城されたといわれていま
す。山城としては全国的にも珍しい石垣を伴っ
ており、この地域では赤木城跡・鬼ヶ城跡に次
ぐ規模を誇っていたと考えられています。

　町では、火災の発生に備え、住宅用火災警報器
の購入費を補助しています。ご家族の安全のため
にも、必ず住宅用火災警報器を設置しましょう。

【補助額】
① 一般世帯…購入費用の1/2を補助（上限5,000円）
② 65 歳以上のみの世帯…購入費用の 1/1 を補助

（上限 5,000 円）
※いずれも１世帯につき１回のみ。

【募集件数】50 件程度（先着順）
※購入前に、一度、当年度の募集件数を超過して
いないかお問い合わせください。

【申込方法】
　住宅用火災警報器の領収書および印鑑をご持参
のうえ、下記窓口にて申請してください。
▶詳しくは、役場総務課防災対策室 ( ☎３３－０
３３５）までお問い合わせください。

住宅用火災警報器の設置は法律で義務化されています

住宅用火災警報器の購入費用を補助

Information　役場総務課防災対策室

 2019 - 5 12  2019 - ５13


